
包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課

 
報告書ページ 22

区分別 

の番号

指摘事項 1
 意見

 

指摘事項等 

の内容

適正な基準内繰出金の算出に取り組むべきこと 
 
下水道事業に係る局職員に対する児童手当の給付に関する経費分につ

いて，基準内繰出金としての算定がなされていない。 
繰出金については，基準内外を問わず，市から局へは総額として措置

されていることから児童手当の給付に関する経費分の繰出金が，局にお

いて不足するものではないと考えられるが，地方交付税等で考慮される

ことになっていることから，適正に算出を行っていく必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

下水道事業に対する繰出金は総額として措置されており，当該繰出金

のうち，地方公営企業繰出金に係る総務省通知に基づき算定される額を，

下水道事業会計における基準内繰入金として計上するものとしている。 
ご指摘にあった，地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費につ

いては，地方交付税等の算定においては適切に計上しているが，下水道

事業会計の予算においては，当該経費が基準内繰入金として計上されて

いなかった。 
今後は，下水道事業会計の予算においても，地方公営企業職員に係る

児童手当に要する経費を基準内繰入金に計上することとする。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 監査実施年

度
令和４年度

所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課

 報告書ペー

ジ
23

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 1
 

指摘事項等 

の内容

基準外繰出金の削減に取り組むべきこと 
 
　下水道事業及び農業集落排水事業において、基準外繰出金が繰出されて

いる。基準外繰出金は、地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基

盤を強化するために求められる以上の一般会計の負担であり、下水道使用

者以外の市民の負担を求めるものである。受益者負担の観点から、その削

減に取り組む必要がある。 
　なお、この基準外繰出金を削減するにあたっては、使用料収入の増加や

経費の削減分がそのまま基準外繰出金の削減に結びつかない部分があるこ

とに留意する必要がある。それは、一般会計からの基準内繰出金の一つで

ある分流式下水道等に要する経費、すなわち「その経営に伴う収入をもっ

て充てることができないと認められるものに相当する額」については、使

用料収入の増加や経費の削減により、当該繰出金が減額される仕組みとな

っているためである。つまり、使用料収入の増加や経費削減に伴い、基準内

繰出金が減少してしまうという結果を生ずる部分もあるが、一般会計繰出

金を削減することにつながることとなることから、基準外繰出金の削減に

向けての取組が必要である。 



 
 
 

 

講じた措置 

の内容等

下水道事業及び農業集落排水事業においては，その受益者である使用者

が経費を負担することを原則とするが，使用料収入等では事業に要する経

費に不足が生じるため，一般会計から繰入金を受けて事業を経営している。 
外部監査人の意見を踏まえ，企業債の発行抑制による元金償還金の縮減

を図り，基準外繰出金の直接的な縮減に努める。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）

水道部経理課 
下水道部下水道総務課

 
報告書ページ 52

区分別 

の番号

指摘事項 2
 意見

 

指摘事項等 

の内容

　情報システムの活用について検討すべきこと。 
 

 
　水道事業・下水道事業は，契約者数が万・十万の単位で存在する事業

である。滞納額がどれほどの件数・金額で発生しているのか，増加傾向

にあるのか，減少しているのか等，正しい現状把握をするためには，正

確なデータ集計の仕組みが不可欠である。 
　大口滞納債権額の推移（10万円以上）の補足説明に記載した通り，下
水道事業分については，対象となる債権額・調定件数・契約者数の集計

ができなかった。水道事業分については，情報システムの支援機能に，

集計表を作成する仕組みが整備されているが，下水道分については集計

機能が未整備である。 
　下水道事業分についても，調定件数でいうと千件単位のデータ量とな

っていることが想定され，人手による集計作業は実質不可能である。情

報システムによるデータ集計を支援する仕組みを整備する必要がある。 

 

講じた措置 

の内容等

　外部監査人の指摘を踏まえ，関係各課と協議し，適切な債権管理に向

けて料金システムのデータ活用方法を検討していく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 

 
監査実施年度 令和４年度

所管課 

（措置実施課）

財務部税務事務所 
収税課

 
報告書ページ ５７

区分別 

の番号

指摘事項 ３

 意見

 

指摘事項等 

の内容

債権管理マニュアルの改訂について検討すべきこと 
 
※詳細は別紙のとおり

 

講じた措置 

の内容等

　債権管理マニュアルについては，令和２年の民法改正により改訂を検

討していたところであるが，令和５年４月１日から督促手数料が廃止す

ることとなったため，それを踏まえた改訂を予定している。 
　改訂に当たっては，債権管理業務の実務指針として中心的な役割を果

たすものとなるよう改訂作業を進めてまいりたい。



（別紙） 
 
【指摘事項No.3】 
債権管理マニュアルの改訂について検討すべきこと 
 
現在、債権管理業務の業務指針として利用している「水戸市債権管理マニュアル　事務取

扱詳解（以下「債権管理マニュアル」）は、平成 29年 3月に改訂されたものである。 
一方、債権管理業務に影響を与える民法は、短期消滅時効の廃止や時効の概念整理（中止、

停止から、完成猶予、更新へ）などを内容とした改正が令和２年を施行として行われている。 
「債権管理マニュアル」は、債権管理業務の実務指針として中心的な役割を果たすべきも

のである。 
実務上の混乱や属人的な対応を回避し、市としての公平かつ一貫した業務執行を確保す

るため、速やかに改定作業に着手されたい。特に、以下の点は、速やかに周知徹底すべきで

ある。 
・民法改正事項の反映（特に、時効管理への対応） 
・債権の発生時期による改正前民法と改正後民法の適用の考え方 
・同じ債権でも異なる時効期間となることへの実務対応上の留意点 
 
また、改定に当たっては、実務担当者の現場対応力を向上させる観点からも、実務に役立

つ具体的な留意点の記載を積極的に行うことも必要と考える。 
＜具体例＞ 
「定期的に発生する債権の滞納における、分納誓約書における留意事項」 

　出典：「自治体債権回収のための裁判手続きマニュアル」より要約・抜粋 
 

 分納誓約書の提出は、累積した滞納債権全体の債務承認となるので、

累積した滞納債権全額について消滅時効が更新される。 
ただし、分納誓約書を取得した場合でも、納期別の納付書を利用して

納付された場合は、分納誓約書に基づかない納付であると取り扱われ、

全債務の存在を認めた納付として認められない場合があるので、注意

が必要。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道部経理課

 
報告書ページ 62

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 2
 

指摘事項等 

の内容

　業務委託における滞納債権への対応業務の評価について，「収納率」と

いう評価指標への依存について，再検討すべきこと。 
業務委託契約では，一定の収納率を下回ることとなれば，業務委託料

を減額する契約内容としているが，包括業務委託が開始された平成 25
年度以降，令和３年度現在において，業務委託料の減額が行われた実績

はないとのことである。 

 
　業務委託の減額に至るような収納率低下が生じていないことをもっ

て，滞納債権への対応業務に課題がないという評価となっていなかった

か，再点検されたい。

 

講じた措置 

の内容等

　収納率は，水道料金の徴収成果を判断するために有効な指標であるが，

過去３年間の業務委託における滞納債権への対応実績を見ると，収納率

は向上しているものの，滞納額 100万円以上の高額滞納者の総滞納額は
増加している状況である。 
　外部監査人の意見のとおり，滞納債権への対応業務の評価については，

収納率に限らず，多角的な評価方法の採用に向け検討を進める。 
 
 
 
 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道部経理課

 
報告書ページ 62

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 3
 

指摘事項等 

の内容

　滞納債権への対応業務において，協業体制を強化すべきこと。 
　 
滞納債権への対応業務は，委託先の業務だけで完結できるものではな

い。局と委託先での役割分担・協業体制に課題がないかという視点でも

見直しを行う必要がある。 
　以下の観点で，滞納債権への取り組みについても見直しを図られたい。 

　　  

 
①委託先との役割分担 
　滞納債権への対応業務を業務委託の対象としたことをもって，法的処

理の判断を含めすべての業務が，委託先の責任で行われるものではない，

ということを再確認すべきである。 
　判断業務については，委託元の所管課が積極的にかかわり，主体的な

立場で，今後の回収をどうするのか判断していくべきである。 
　委託先は，法的処理を含めた事例の紹介や円滑な回収ノウハウの提供，

また，専門的な知見の積極的な提供が期待される。 
　適切な役割分担のもとで協力体制を構築し，滞納債権へ対処すること

が必要である。 
 
②平成 21年度における改善目標の進捗状況再点検 
　平成 21年度における業務改善の目標には，滞留債権への取り組み強
化が含まれていた。 
　・滞納者それぞれの滞納原因について，十分な調査を行うこと。 
　・調査の結果把握した，滞納者の支払能力に応じて適切な納入指導を



 行うこと。　 
　・特に悪質な滞納者，様々な事情で給水停止が困難な場合には，法的

処理により厳重に履行の請求を行うことを検討すること。 
 
　コロナ禍の影響もあり，滞納者の滞納原因の把握や支払い能力に応じ

た適切な納入指導を行うことの重要性はより高まっている状況にある。

一方で，支払い能力が十分あるにもかかわらず支払いに応じないような

悪質なケースについては，法的処理を含めた厳正な対処を検討すべきで

ある。 
　平成 21年に掲げた改善事項に対する現状の進捗状況を再点検し，目
標達成に十分なレベルまで到達できたのか，また，到達するために解消

しなければならない課題は何か明らかにしたうえで，改善努力を継続す

ることが必要である。 
 
③管理過程の記録の再徹底 
　滞納が発生した際に，いつ最初の督促を行ったのか，また誓約書や分

納等によって債務承認の効果が得られたのはいつなのか，これらの記録

が不明瞭であれば，滞納債権の時効がいつになるのか把握することはで

きなくなってしまう。 
　現在，委託先が利用する情報システムの中で，交渉過程を記録してい

るが，この記録が，時効管理のために必要となる「債権管理マニュアル」

が要求する「債権台帳」としての機能を十分に果たすものなのかの確認

を行った上，法的処理を検討する際にも，滞納債権の時効がいつなのか

を正確に把握しておくことが必要である。



 

講じた措置 

の内容等

　外部監査人の意見にあるとおり，滞納債権への対応業務は，所管課と

受託者が連携して取り組むことが重要であると認識している。これまで

も，受託者との毎月の連絡調整会議を通じて，双方の意見交換や業務管

理を行ってきた。 
　今回改めて，外部監査人より提示された観点で下記のとおり課題を整

理し，体制強化を進めていく。 
 
①委託先との役割分担について 
　・滞納債権の回収に係る適切な役割分担を再度確認した上で，委託先

において今後回収見込みがないと判断した債権についての対応につい

ては，委託元において不納欠損等の対応について判断することとした。 
 
②平成 21年度における改善目標の進捗状況再点検について 
　○滞納者それぞれの滞納原因について，十分な調査を行うこと。 
　　・滞納金額等によっては．書面による催告のみにとどまるケースも

多く，調査対象者の絞り込みについて検討中である。 
 
　○調査の結果把握した，滞納者の支払能力に応じて適切な納入指導を

行うこと。 
　　・分割納入の提案や支援窓口への取次ぎ等，支払能力に応じた適切

な納入指導が概ね実施できている。 
　 
○特に悪質な滞納者，様々な事情で給水停止が困難な場合には，法的

処理により厳重に履行の請求を行うことを検討すること。 
　　・法的措置を含めた対応について検討中である。 
 
③管理過程の記録の再徹底 
　・相手方との交渉過程については，システムに詳細が記録されている

ものの，債務の承認日や，消滅時効の成立日を把握するための管理台

帳としては，やや不十分な記録簿となっている。このため，滞納債権

の正確な把握に必要な情報について精査を進めているところである。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）

水道部経理課 
下水道部下水道総務課

 
報告書ページ 63

区分別 

の番号

指摘事項 4
 意見

 

指摘事項等 

の内容

　システム間のデータの整合性を確認すべきこと。 
　 
債権の残高データについて，会計システム側で保持する残高データと

水道料金システム側で保持する残高データを令和３年度末のデータで確

認したところ，以下のような差が発生している。 
　

 
　残高データは，滞納額が発生した場合の滞納者毎の滞納債権額（残高）

の特定や債務承継時の債務残高の確認の局面でも重要なデータであり，

当然ながら正確性が必要である。 
　現時点では，差額の内容が分析できず，正しい修正ができない状況と

なっている。所管課では，すでに改善に着手しているとのことであるが，

以下の点も考慮してチェック体制の確立を図られたい。 
　・両システム間における残高の不整合は生じうること，差額が発生し

うることを前提とすること。 
　・差額が累積すると分析が困難となることから，定期的に不整合がな

いかのチェックを行うこと。 
　・差額の原因となりやすい処理を中心に，日常的なチェック体制を構

築すること。 
　例えば，調定金額の修正や入金額の修正については，適切な根拠をも

って修正処理が行われているかモニタリングを強化することが考えられ

る。 
　具体的には，修正処理の実績を定期的にリスト化して出力し，修正処

理を行った担当者以外の第三者が根拠資料と全件照合する，といった手

続きを組み込むことである。 



 　また，例外的な処理を行うための機能として用意されている「修正」

機能について，当該機能を利用する件数が多くなっている場合には，原

因分析を行い，例外とされている処理の中に経常的な処理で対応できる

ものがないかの分別を行えるような業務手順・ルールの見直し等を行い

ながら，モニタリングが可能なレベルに例外処理件数を減らせるような

取り組みを検討していくことも必要である。 

 

講じた措置 

の内容等

　現在，システム間の差額発生要因について，確認作業を行ったところ

である。 
　外部監査人より指摘のあった相違については，差額の大部分が不納欠

損処理を反映するタイミングの違いによるものであり，また，下水道事

業会計においては，水道の会計から下水道の会計への現金の振替に要す

る期間による相違もあるため，今後，適正な管理に努めていく。 
　それ以外の差額については，決算時に誤謬訂正の処理を行い，修正す

る予定である。 
　今後は，提示された内容を踏まえ，通常の事務処理における伝票作成

時の科目設定に不備がないかを重点的に再確認する等，システム間の債

権残高データの定期的なチェック体制の早急な確立を検討していく。 
 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道部経理課

 
報告書ページ 64

区分別 

の番号

指摘事項 5
 意見

 

指摘事項等 

の内容

　会計規程の修正または規程に定めた管理を実施すべきこと 

 
会計規程第 116 条において「固定資産の管理区分は、管理者が別に定

めるところによる。」としている。しかし、担当者に質問したところ、管

理者が別に定めた管理区分はないとのことであった。会計規程第 116 条

の趣旨を踏まえ必要な管理区分を定めるか、実務上この規定による管理

区分が不要であれば、会計規程の改正を実施すべきである。

 

講じた措置 

の内容等

　指摘のあった固定資産の管理区分については，確認したところ，同規

程別表１の水道事業勘定科目表に定められたものに基づき事務処理を行

っているため，会計規程第 116 条の条文について見直しを行う。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 

 
監査実施年度 令和４年度

所管課 

（措置実施課）
水道部経理課

 
報告書ページ 67

区分別 

の番号

指摘事項 9
 意見

 

指摘事項等 

の内容

　減損会計を適用すべきこと 
 
別紙の通り

 

講じた措置 

の内容等

　指摘のあった事項について，遊休資産について適切に減損会計を適用

し，処理していくため，まずはグルーピング等の資産の整理を行う。 
　また，減損損失を計上するにあたっては，今後，資産の整理ができた

ものから，順に予算計上し減損処理を行っていくこととする。



別紙 
 
平成26 年度の地方公営企業会計基準の見直しにより、地方公営企業においても減損会

計を適用することとなった。減損とは収益性の低下や当初の資産取得目的の使用が困難と

なった場合は、資産価額を回収可能価額まで減額させる会計処理であり、収益性の低下は

稼働率の低下や連続的な赤字の計上、資産の遊休化などをもとに判断する。 

水道事業においては、平成26年基準の見直し時に一部資産について有姿除却を行ってい

るものの、その後においては遊休資産があるが減損損失を計上していない。その理由とし

て会計基準見直し時のQ&A資料の次の記載事項を根拠としている。 

 

たしかに、実務上の煩雑さを考慮し、遊休資産について重要性の基準を適用して重要性

の乏しいものについては、他の資産及び資産グループから独立して取り扱わず、他の資産

グループのキャッシュ・フローの状況により減損損失を計上しない処理をすることができ

る。 

しかし、これは実務上の煩雑さを考慮した例外的な処理である。令和３年度において、

常澄浄水場、内原浄水場、米沢ポンプ場、飯富ポンプ場、常澄５号取水井、内原２号取水

井、内原５号取水井、内原６号取水井の廃止を行っているが、水道部としては重要性がな

いとしている。重要性の基準による減損会計の例外的な取り扱いは、その遊休資産単独の

金額的な評価だけでなく、例外的な処理を行って累積的にも重要性がない場合は問題がな

い。 

令和３年度末の遊休資産にかかる帳簿価額等の状況は次のとおりである。 



 

機械及び装置に関しては施設の稼働が止まることにより今後の収益獲得への貢献ができ

なくなることが想定され、回収可能価額としては0円となることが予想される。旧枝内浄

水場について一部稼働中の設備が含まれるため厳密な計算ではないが、旧枝内浄水場をす

べて除いたとしても遊休の資産（機械及び装置のみ）の帳簿価額から長期前受金の額を差

し引いた金額は3,000万円を超える。 

また、機械及び装置以外にも土地や建物、構築物などを保有しており、それらについて

売却で得られる正味売却価額か使用による収益獲得額による回収可能価額まで減損処理を

する必要がある。機械及び装置に限っても少なくとも3,000万円を超える減損損失の計上

が見込まれるため、遊休資産について重要性が乏しいことを理由に減損会計の例外的な取

り扱いを⾏うのは合理的ではない。 

そのため、遊休資産については適切に減損会計を適用し、収益性の低下を財務諸表へ正

しく反映する必要がある。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道部経理課

 
報告書ページ 78

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 4
 

指摘事項等 

の内容

　包括外部委託契約の参加者を増加させるための方策を検討すべきこ

と。 
 
　経理課が行う第一環境株式会社と締結する水道料金等徴収業務委託等

は，包括外部委託として平成 25年度から開始されており，複数年契約
が採用されている。 
　令和３年度現在までに，３回の契約が行われているが，その概要は以

下のとおりである。 

 
　上記のとおり，公募型のプロポーザル方式としているが，３回目の契

約では，参加事業者が１社となっている。また，１年当たり契約額につ

いては，１回目から２回目はマイナス７％と減額したが，３回目は 23％
増額となっている。 
　１社応札となり，契約金額が少なからず増額となったことについて，

今後の契約にあたり，参加者をどう増やすか，契約金額を削減する方法

等について以下の観点から，検討していく必要がある。 
　・他の事業者がプロポーザルへの参加を断念するような阻害要因とな

っている業務仕様がないか，業務仕様の再点検をすべきと考える。 
　・委託先に負荷がかかっている業務について，役割分担の見直しで解

消できないか。 



 　・業務支援システムを，委託期間ごとに開発・保守してもらう仕様と

なっている。業務支援システムについては，自前で調達しておき，別

会社に包括委託契約が切り替わったとしても，データ移行の手間がか

からないようにできないか。 
　・水道事業の業務支援システムについては，ある程度汎用性のあるシ

ステムと思われることから，独自機能を追加している場合，あらたな

事業者にとって開発の手間がかかりすぎることはないか。システムの

機能は標準のまま利用できるように，業務側の見直しを行うことはで

きないか。

 

講じた措置 

の内容等

　当該水道料金等徴収業務委託については，現在，次期契約に向けて仕

様内容についての精査を行っているところである。 
　仕様書の作成に当たっては，他事業体におけるシステムの導入事例や

委託内容を参考に，入札における競争性の原理が働くプロポーザルとな

るよう努める。 
　また，仕様書作成の過程においては，システム開発・保守について個

別発注とするか否かについても，費用対効果を精査の上方針を確定して

いく。 
 
 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 

 
監査実施年度 令和 4 年度

所管課 

（措置実施課）

水道部水道総務課 
水道部浄水管理事務所

 
報告書ページ 79

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 5
 

指摘事項等 

の内容

委託範囲の拡大と組織内の人材育成のバランスについて，検討すべき

こと 
 
別紙の通り

 

講じた措置 

の内容等

　浄水場運転管理・保守業務委託において，開江浄水場は全日委託とし

ているが，楮川浄水場は夜間休日委託であり，平日昼間は職員による直

営としている。 
　同委託に関しては，今後も現在と同様に楮川浄水場は夜間休日の委託

とし，平日昼間は職員が運転保守業務を行うことにより技術・ノウハウ

の承継に努め，大規模災害等の緊急事態が生じた場合に職員のみでの運

転となっても水道水の安定供給に支障をきたすことのない態勢を維持し

ていく。 
　また，業務全般に関して，職員に必要な職員の保持すべき技術やノウ

ハウを維持・向上するため，これまでも日本水道協会等の外部組織によ

る研修に参加するなど，技術・知識の習得に努めてきたが，より一層向

上させるため，職場内研修の充実化や安全衛生講習を積極的に受講する

とともに，人事異動においては引き続き職員の適性や意向を把握した上

で，個々の職員が持つ能力に対して適切なポジションへの配置を行って

いく。 
　今後，委託業務を拡大する場合には，費用対効果はもとより，技術や

ノウハウの継承の面で問題が出ないよう，業務範囲や内容を十分に検討

し，研修内容の見直しやジョブローテーションの配慮等についても検討

を行っていく。



別紙 
 
水道事業、下水道事業においては、以下の通り包括外部委託を採用する事例があるな

ど、民間ノウハウの活用が進められている現状が見受けられる。 

 

 

 

業務委託の活用については、厳しい経営環境にある水道事業等において、民間ノウハウ

の活用という観点からも重要な取り組みとされている。 

 
 



 

一方で、業務委託を広範囲で進めることは、内部の人材育成やノウハウ蓄積が困難とな

るというリスクも指摘されている。 

今後、業務委託の推進が図られていくにあたり、積算、発注、計画といった観点で、人

材育成やノウハウの蓄積等が困難となり、人材、ノウハウの承継に断層が生じれば回復は

困難となるリスクを伴うものと考えられる。 

 

（積算について） 

業務委託の積算をしやすい環境整備が進められているが、以下の事例のように積算の基 

礎情報をどのように適用するかについては、専門的な知見が必要である。 

 

 

 



（発注について） 

人材不足、ノウハウの蓄積不足は、発注者能力の低下につながり、また、業務品質をチ

ェックできなくなるリスクが出てくる。 

 

（計画について） 

水道事業等は、長期的な視点での投資計画や収支計画の策定が求められている。設備等

の損耗状況の実態を正しく把握し、設備の更新周期等を合理的に見積もる能力を維持する

ことは、長期的な投資計画や収支計画の重要な基礎情報を得るために不可欠である。人材

育成やノウハウ蓄積が困難となることは、長期的な収支計画や投資計画の策定に支障をき

たすリスクが出てくる。 

 

このような観点から、外部委託を進めていくにあたって、職員の保持すべき技術やノウ

ハウについて再確認を行い、教育研修の充実やノウハウを蓄積しやすい人事異動・ローテ

ーションの配慮等、組織全体として対策を講じる必要がある。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 

 
監査実施年度 令和４年度

所管課 

（措置実施課）
水道部水道総務課

 
報告書ページ ８８

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 ７

 

指摘事項等 

の内容

一般競争入札にかかる予定価格の事前公表取りやめの措置を取るべき

こと 
 
別紙の通り 

 

講じた措置 

の内容等

水戸市の契約に関しては，市長部局と上下水道局で契約事務を行って

いる。一般競争入札にかかる予定価格の事前公表に関しては，水戸市建

設工事及び委託業務の契約事務に関する規程第２２条の２で規定されて

いるため事前公表としている。御意見を頂いた事前公表の取りやめにつ

いては，「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指

針」の内容を踏まえ，国，茨城県の動向を注視しながら，市長部局と連

携を取り，検討する。 



別紙 
 
水道事業における工事入札について、落札率が高止まりしている。 

工種別にみても水道事業の主要な工事といえる「水道」（主に導水管・配水管にかかる

工事）「管」（主に鉛製給水管布設替にかかる工事）において落札率高止まりの傾向がみら

れる。 

特に工種「管」についてはそのほとんどを占める鉛製給水管布設替工事において、令和

元年度から令和３年度までの３年間で61件の一般競争入札・指名競争入札の結果、平均落

札率は98.9%となっているなど、異常ともいえる水準の落札率となっている。 

このような落札率高止まりの要因として考えられるのは予定価格の事前公表である。予

定価格を事前に公表することのメリット・デメリットとして、総務省は以下のようにまと

めている。 

 

たしかに、予定価格を事前に公表することで市職員ヘの不正行為勧誘の防止となるが、

それ以上に競争入札制度による最小の経費で最大の効果を挙げるという目的達成の阻害要

因となってしまっている可能性がある。 

もちろん、落札率高止まりの要因は予定価格の事前公表以外の要素である可能性も否定

できないが、過去３年分の入札結果から考察すると、水道事業においては予定価格の事前

公表を実施することは馴染まないと考えられる。 

このことについて、平成23年８月９日に閣議決定された「公共工事の入札及び契約の適

正化を図るための措置に関する指針」において、次のように扱われている。 



 

このように、国の指針としても、予定価格の事前公表については、取り止める方向に進

めており、人口減少や多額の施設更新費用の確保が求められるなど厳しい経営環境にある

中、より適切な契約手続きのため入札制度改善の一方策として水道事業における予定価格

の事前公表の取りやめを検討すべきである。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道部水道総務課

 
報告書ページ 104

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 8
 

指摘事項等 

の内容

　金利動向に留意していくべきこと 
 
支払利息が変動金利で、利率 0.01％で算定されている。 

平成 29 年度以降、市全体として地方公共団体金融機構(以下、「機構」と

いう。)からの借入れについては積極的に変動金利を選択して調達されて

いる。 
機構との金利の取り決めでは、5 年ごとに金利の⾒直しがあり、その

際の金利は機構が定める金利という条件になっている。 
企業債は、建設債であり、建設された設備の原資を料金によって償還さ

れていくものであり、建設後の金利情勢の変動が料金に影響を与えるこ

とになる。 
固定金利では、返済の元金及び利息が確定するため、キャッシュ・フ

ローのヘッジが行われることになるが、長期に約定することに成るため、

変動金利よりも利率が高くはなる。 

しかし、変動金利を選択するメリットは、変動による金利が契約時の

固定金利を下回っている部分であるのに対し、デメリットは変動金利の

上昇いかんで負担する金利の上限が定まらないということになり、借入

期間が長期に及べばその影響も大きくなる。 
⼀般的に、金利上昇時には景気も良化している傾向にあると考えられ



 るが、水道利用者は市民であり、全ての市民が、景気良化の恩恵を受け

ることができるものではないことも思慮される。 
このようなことから金利上昇が、市民生活や経営に与える影響額が大き

くなるというリスクを充分に配慮していくことが必要である。 
借換えや金利スワップ取引の可能性等のリスクヘッジ手段について、検

討をしていく必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

固定金利と比較し，変動金利の方が利子負担が有利であることから，

平成 29 年度から全庁的に変動金利を採用してきた。昨今の金利上昇局面

において，固定金利と変動金利の差が小さくなっている傾向が見られる

ため，今後の状況を見極めつつ，市民負担が過大とならないよう，適切

に企業債を借り入れていく。 

借換えについては，新たな借入に伴う将来支払利息額分と将来の利率

見直しによる支払利息増分を精査し，また，金利スワップ取引について

は，固定金利と将来の利率見直しによる将来支払利息増分を精査し，ど

ちらも将来の支払利息の負担が増加しないことを第一とし，金利の動向

見極めながら，リスク分析や制度研究を進める。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道部水道総務課

 
報告書ページ 104

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 9
 

指摘事項等 

の内容

　経営戦略の適宜見直しを実行していくべきこと 
 
経営戦略は、水道事業において PDCA サイクルを確立していく上で、

基準となる数値として有用である。 
計画数値は、⼀定の仮定を設けて算出したものであり、例えば上述の

金利情勢や有収水量の見込み、設備更新の状況、物品やサービスの価格

変動の状況などの平準化算出の前提の変更等の仮定の修正が必要になっ

た際には適宜、必要な修正を施していくことで中長期的な視野での経営

に資するものである。 
有効に活用し、PDCA サイクルを実行されたい。

 

講じた措置 

の内容等

現在の水戸市水道事業経営戦略においては，令和２年度から令和 16年

度を計画期間として，５年ごとの見直しを予定している。国においても，

令和７年度までの経営戦略の見直し率 100％を求めていることから，必

要な計画の修正を行っていく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
監査実施年度 令和４年度

所管課 

（措置実施課）
デジタルイノベーション課

 
報告書ページ 108

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 10
 

指摘事項等 

の内容

情報セキュリティへの対策強化を行っていくべきこと（個別） 
 
浄水場等での遠隔施設に対するリモートアクセスの状況を質問したとこ

ろ、以下の回答であった。  

 
浄水管理事務所等から離れた場所にポンプ場等の施設があり、監視や操作

を行うケースがあるが、セキュリティ対策を施しているとの回答である。 こ
のセキュリティ対策に関する技術的な仕様について、セキュリティ専門部署

による確認が行われているか追加質問したところ、確認作業を行う手順とは

なっていなかった。 
情報セキュリティ対策基準では、外部ネットワークに関する技術仕様につ

いて、対策が十分なものかどうか調査・確認する手続きが必要とされている。  
現在の組織体制で、専門的な判断ができるのはデジタルイノベーション課

となるため、同課が技術仕様を確認する手続きを確立すべきである。  
本庁内のネットワークの接続については、同課により技術仕様の確認が行

われているとのことであり、水道事業等の外部拠点のように、本庁から離れ

た拠点で利用するネットワークについても、技術仕様について同課が適切に

関与し、確認する手続きを確立されたい。  
限られた要員で、離れた場所の監視活動も実施しなければならない状況を

考えれば、リモートアクセスの技術を利水したいという現場からの要望があ

ることは当然と思われる。  
一方で、便利な技術の利用に伴うリスクについて、的確なリスク対策が講

じられる必要があり、専門的な判断が伴う本件のような技術仕様について



 は、専門部署が現場を支援する体制を構築することが不可欠である。

 

講じた措置 

の内容等

リモートアクセスを含めた遠隔施設におけるセキュリティ対策について，

情報セキュリティポリシーに基づく適切な対策が行われるよう，デジタルイ

ノベーション課との協議に基づき，設計を行うものとする。 
また，デジタルイノベーション課は，セキュリティ対策が適切に実施され

ていることを定期的に確認するとともに助言を行う。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道部水道総務課
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 11
 

指摘事項等 

の内容

　情報セキュリティへの対策強化を行っていくべきこと（全体） 
 
水道事業については、重要インフラとして、そのサービスの安定提供

をそこなうリスクに対し、的確に対応することが求められている。 
具体的には、厚生労働省から公表されている「水道分野における情報セ

キュリティガイドライン（第 4版）」を参考として対策を検討することが
必要である。 
現時点では、同ガイドラインに基づいた体系立てた対応の検討には、

着手できていない。 
同ガイドラインを参考に、重要なリスクに対して対策漏れが生じない

よう、体系立てた対策を検討する必要がある。 
ガイドラインの以下の記述を参考に、すでに運用されているセキュリ

ティポリシーについて、重要インフラとして事業継続確保のための対策

を強化する、という視点で対策を検討されたい。 
 

1.4. ガイドライン活用の判断基準 

ガイドラインで以降に示される個々の対策の実施内容については、そ

の必要性をそれぞれの情報システム及び情報について検討し、必要と判

断される場合に実施する。 

実施すべき対策については、各水道事業等の規模（給水量、人員、財

政状況）や地域水道ビジョン等における水道として目指す目標レベルに

応じて、各水道事業者等が実現レベル、実現方法を決定するものとし、

ガイドラインに示すとおりに実施することを強制するものではない。特

に小規模の水道事業者等においては、その帰属する地方公共団体が運用

する情報セキュリティの対策により包括的に対応すること等も含めてセ

キュリティ確保に努めることにより、水道事業者等による独自でのセキ

ュリティ対策組織等は簡素化できる可能性がある。 

なお、ガイドラインに記載した事項は各自治体が定めるセキュリティ

ポリシーと対立するものではなく、重要インフラの視点から事業継続の



 確保のための対策をより積極的に強化することが求められる。水道用水

供給事業と受水団体との関係においては、システムの⼀部共有やデータ

の連携等を⾏っている場合、両者の情報セキュリティ対策を尊重し、対

応を協議することが求められる。 

浄水場の維持管理等の業務委託、情報システムの構築及びメンテナン

スの委託等の外部委託においては、受託者に水道事業者等（あるいは地

方自治体）の情報セキュリティ対策の遵守を要求する。 

 

講じた措置 

の内容等

情報システム導入時においては、「水道分野における情報セキュリティ

ガイドライン（第 4版）」と，水戸市で策定している「水戸市情報セキュ
リティポリシー」に則った対応をするよう部内周知を行う。また，イン

シデント発生時に備え，今後，デジタルイノベーション課と連携しなが

ら，個々の情報システムに合わせた「情報セキュリティ実施手順」を定

め，情報の重要度に沿った適切な対応ができるようにする。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道部経理課
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区分別 

の番号

指摘事項 10

 意見

 

指摘事項等 

の内容

土地の賃借料について定期的な金額の見直し手続きを実施すべきこと  
 
水道事業に利用するため、千波配水タンク施設用地について、民間の

個人から土地の賃借を行っている。賃借期間は昭和 52 年 5 月から開始

し、以後現在に至るまで継続的に賃借を行っている。 
賃借料については会計規程に特段の定めはないが、市長部局と同様の

手続きとして不動産評価審査会において審議した金額をもって地権者と

交渉を行い、契約を締結している。 
しかし、上記千波配水タンク施設用地について賃借料が平成 24年度以

降ずっと同額となっている。担当者に確認したところ、契約更新ごとに

年度の掛け率と租税公課額を調査し、 現行の価額から大きな変動がない

ことを確認しているため、金額の変更はせず、水戸市不動産評価審査会

の審議事項ともしていないとのことであった。 
現状では既存の契約における賃借料の改定について特段の規定はない

が、長期的な賃借料について定期的な見直しがされない場合は実勢価額

と乖離した金額となる恐れがある。定期的な見直し方法としても、担当

者による調査だけでは十分とは言えず、市長部局と同様 3年毎（固定資

産税評価時）の見直しを不動産評価審査会において実施することで、水 

道事業における賃借料として妥当な金額の算定が可能となる。 
そのため、千波配水タンク施設用地など長期的な借地にかかる賃借料

については市長部局と同様、不動産評価審査会における定期的な金額の

見直しが必要である。 

 

講じた措置 

の内容等

賃借料の見直しにあたっては、３年毎に不動産評価審査会で審議し、

資産税課で実施する固定資産税評価に合わせ，価格を決定することとし

た。 
特に千波配水タンク施設用地（千波町 1508－３、借地面積 1,213 坪、

賃借期間 60 年間）は、３年毎に地代改定の協議ができると契約書にて定

めているため、次回協議時期の令和６年度に不動産評価審査会に諮った

上で地権者と交渉し、その地代により、変更契約を締結していく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
水道総務課
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区分別 

の番号

指摘事項 １１

 意見

 

指摘事項等 

の内容

賞与引当金について適正に金額の算定をすべきこと 
賞与引当金について、会計規程において下記のように定めている。 

 

(賞与引当金の計上方法) 

第 128 条の 6　賞与引当金は，翌年度に支給すべき賞与のうち，当

年度の負担に属する額(12 月から 3月までの 4カ月分)を引き当て

るものとする。 

(平 26 水道部規程 4・追加) 

 

会計規程に記載のとおり賞与引当金は、翌年度支給する賞与のうち当

年度に負担すべき金額を計上すべきものである。しかし予算作成の実務

的な要件により、当初予算については予算作成時点、すなわち当初予算

については予算年度の前年度に作成することとなるため、賞与支給年度

からすると前々年度における人員をもとに計算される。予算作成時点で

は最善の見積もりであるとはいえ、賞与引当金計上の目的からすると事

業年度中に予算金額の補正が必要となるが、実際は賞与引当金以外の要

請により補正予算を作成する必要がある場合は補正予算を作成し、その

中で賞与引当金についても修正をするが、賞与引当金の修正以外に補正

予算作成の必要性がない場合には、賞与引当金の金額は当初予算がその

まま決算金額となっている。 

過去３年の賞与引当金算定時の支給見込み額と実支給額の差額は下図

のとおりとなっている。 



 

 

 
特に令和 3年度の賞与引当金（賞与支給は令和 4年 6月）において大き

な差異が生じているが、これは国会における給与法改正の時期が例年と

比べ遅くなり、冬の賞与の改正に間に合わず翌年度の夏の賞与で調整を

行うこととなったことの影響によるものである。 

　このように期末時点においては最善の見積もりを行うことによって、

より正確な引当金ができるものであっても、当初予算の金額をそのまま

用いると支給実績との差額が大きくなり、本来の事業損益を歪めること

となる。 

　そのため、賞与引当金の算定について、会計規程に定められたとおり、

翌年度に支給すべき賞与をもとに算定すべきである。 

 

講じた措置 

の内容等

賞与引当金については，これまで予算額を全額引当金としており，事

業年度中に補正予算がなかった年度は支給実績との大きな差異が生じて

いた。今後は賞与引当金を適正に算定することにより引当金を計上して

いく。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 

 
監査実施年度 令和４年度

所管課 

（措置実施課）
水道部経理課
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区分別 

の番号

指摘事項 12
 意見

 

指摘事項等 

の内容

　修繕引当金について適正な会計処理を実施すべきこと 
　 
　別紙の通り 

 

講じた措置 

の内容等

　現在計上されている 33,062,099 円については，平成 26 年度の公営企

業会計基準改正以前に積み立てた引当金であり，予算外の修繕が発生し

た場合に備えて，改正附則４条に基づき平成 26 年度以降も引当金に計

上してきた。 
しかしながら，年度間で修繕費の差はあるものの，修繕箇所の適切な

予算計上により対応したため，修繕引当金を取り崩すタイミングがなか

った。また，流動負債に計上し続けることが適正ではないという指摘を

踏まえ，令和５年度末に当該引当金を特別利益により戻入れることとす

る。



別紙 
 
水道事業の令和３年度決算において，貸借対照表の流動負債の科目に修繕引当金

33,062,099 円を計上している。この修繕費引当金については近年同額計上が続いており，

特段の動きがない。 
修繕引当金については平成26年度の地方公営企業の会計基準見直しにより，従前の会計

処理の方法から変更が生じている。会計基準見直し時のQ&A資料において，次のように記

載されている。 

 

担当者に確認したところ、上記Q&Aの総務省回答を参考に、修繕引当金について従前の

例により取り崩すことができるため、直近では取り崩していないが将来的に大規模修繕が

生じた際に取り崩す予定とのことであった。この従前の例については下記の依命通達を参

考とする。 



 

すなわち、修繕引当金について計上・取崩しが認められていたのは毎事業年度の修繕費

の額の平準化が目的の時である。そこで修繕引当金の過去10 年間の修繕費の額を調査し

たところ下記のようになった。 
 

 



　過去 10 年間において修繕費の額について年度間で 2 倍以上の差があるなど変動は大き

く，修繕引当金計上額で対応可能な金額であるため，取り崩しを行い修繕費の平準化を行う

べきであったと考えられる。 
　また，通常流動負債に計上する科目については１年以内に出金・債務の履行をすべき事項

であり，流動負債において同額を長年計上し続ける会計処理は適正なものとはいえない。 
　そのため，修繕引当金について長期的に同額を計上することなく，従前の例に従い，修繕

費の額の平準化を目的として，適時に取崩しを行うべきである。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 12
 

指摘事項等 

の内容

汚水処理原価について、分流式下水道等に要する経費を控除前で算出す

べきこと 
 
汚水処理原価について、過去 5年間の推移を以下のように算出してい
る。 

(単位：円／㎥) 

 
汚水処理原価の計算式 
汚水処理原価＝汚水処理費(公費負担分を除く)／年間有収水量 
 
〇汚水処理費の内訳 
①維持管理費 
ポンプ場や処理場等の、職員給与費、修繕維持費、動力費等のうち、

汚水処理に係る費用を計上。 
ただし、一般会計が負担すべきものとされる「水質規制費」「水洗便所等

普及費」「不明水処理費」「高度処理費」等を除く。 
 
②資本費 
企業債等利息、減価償却費のうち、汚水処理に係る費用を計上。 
ただし、それぞれ、次のものを除く。 
・ 　下水道事業債のうち、一般会計が負担すべきものとされる「普及

特別対策債分」「臨時措置分」「特例措置分」の、それぞれ、利子、

元金。 
・ 　一般会計が負担すべきものとされる「高資本費対策経費」「分流式
下水道に要する経費※」。 

 年　　度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度
 汚水処理原

価

162.12 162.38 162.03 159.30 159.81



 ・ 　長期前受金戻入分 
 
※分流式下水道に要する経費とは 
　分流式の公共下水道に要する資本費のうち、その経営に伴う収入をも

って充てることができないと認められるものに相当する額を繰入の対象

として、毎年発出される「地方公営企業繰出金について(総務副大臣通
知)」に定められている繰入基準。 
　「その経営に伴う収入をもって充てることができない」とは、下水道

使用料単価 150円/㎥以上としてもなお充てることができない額とされ
ている。 
 
ところで、分流式下水道に要する経費は、下水道使用料／年間有収水

量が 150円を超えている場合に、実際に発生している汚水処理原価に対
して使用料の不足分を補填する意味を持つものであり、当該「分流式下

水道に要する経費」を原価から控除して算出することは、実際の発生原

価を正しく表示していないものと考えられる。汚水処理原価について、

分流式下水道等に要する経費を控除せずに、数値を算出すべきものと考

える。 
なお、分流式下水道に要する経費の控除前の汚水処理原価では、以下

のように算出される。 
(単位：円／㎥) 

 年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度
 汚水処理原

価

293.46 275.43 269.36 270.70 258.24



 

講じた措置 

の内容等

地方公営企業の経営状況を住民に周知するため，総務省の主導により

各地方公営企業は毎年度，汚水処理原価，経費回収率を含む経営指標の

比較分析を行う，経営比較分析表を作成している。 
経営比較分析表の作成においては，同じく総務省の主導により毎年度

作成する地方公営企業決算状況調査の数値を基としており，当該調査に

係る調査票作成要領において，基準内繰出金の対象である分流式下水道

等に要する経費は，汚水処理費から控除するものとされている。 
経営指標について，一部の団体が独自の方法で算出することは，総務

省が画一的に各団体の経営指標を集計，比較する目的に反するものであ

るため，引き続き，分流式下水道等に要する経費を控除したうえで汚水

処理原価の算出を行うものとする。 
ただし，ご意見を踏まえて経営状況の分析に際しては，分流式下水道

等に要する経費を控除しない汚水処理原価を併せて算出するものとす

る。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和 4年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 13
 

指摘事項等 

の内容

経費回収率について、分流式下水道等に要する経費を控除前で算出すべ

きこと 
 
経費回収率は、下水道使用料÷汚水処理費(公費負担分を除く)×100で
算出される。ここで、分母となる汚水処理費から公費負担分を除くとさ

れているところであるが、分流式下水道等に要する経費は、回収できな

い部分を補填する性質のものであり、経費がどれだけ回収されているか

を表す指標を算出するにあたって、控除された結果を表すことは、実態

を表すものではないものと考えられる。 
分流式下水道等に要する経費を控除せずに、数値を算出すべきものと考

える。 
なお、公共下水道における控除前の数値は、以下のように算出される。 
 

 
 

29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

経費回収率（％） 55.02 58.71 60.02 58.71 61.76

下水道使用料 3,186,476 3,227,997 3,233,611 3,233,765 3,248,048

汚水処理費 5,791,319 5,497,862 5,387,366 5,507,706 5,258,653

維持管理費分 1,339,520 1,362,954 1,413,323 1,476,368 1,444,531

資本費分 4,451,799 4,134,908 3,974,043 4,031,338 3,814,122



 
 

 

講じた措置 

の内容等

地方公営企業の経営状況を住民に周知するため，総務省の主導により

各地方公営企業は毎年度，汚水処理原価，経費回収率を含む経営指標の

比較分析を行う，経営比較分析表を作成している。 
経営比較分析表の作成においては，同じく総務省の主導により毎年度

作成する地方公営企業決算状況調査の数値を基としており，当該調査に

係る調査票作成要領において，基準内繰出金の対象である分流式下水道

等に要する経費は，汚水処理費から控除するものとされている。 
経営指標について，一部の団体が独自の方法で算出することは，総務

省が画一的に各団体の経営指標を集計，比較する目的に反するものであ

るため，引き続き，分流式下水道等に要する経費を控除したうえで汚水

処理原価の算出を行うものとする。 
ただし，ご意見を踏まえて，経営状況の分析に際しては，分流式下水

道等に要する経費を控除しない汚水処理原価による経費回収率を併せて

算出するものとする。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課
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区分別 

の番号

指摘事項 13
 意見

 

指摘事項等 

の内容

公債権の滞納額への対応について、検討すべきこと。 
 
下水道事業の使用料、農業集落排水使用料については、公債権のため、

援用手続きが必要なく、時効が経過すれば債権は消滅することになる。 
　逆に言えば、公債権については、漫然と時効を迎えて債権が消滅して

しまう事態を招かないために、滞納発生後の回収努力がより重要である。 
滞納債権に対する誓約書の入手状況を確認したところ、入手されていな

いケースが散見された。 
以下の観点から、債権発生後の回収業務について再検討を行い、回収

に努めていく必要がある。 
・　使用者間で不公平な債権管理とならないよう、滞納理由の把握と

支払能力に応じた適切な納入指導が徹底できているか。 
・　支払能力があるケースについて、誓約書による分納は徹底されて

いるか。 
・　誓約書や分納に応じず、債務承認しなければ、時効は更新されず、

時効を迎えれば債権は消滅する。仮に、これを繰り返せば一定額以

上は、滞納額が増えないため、一見すると大口債権が発生していな

いよう見えてしまう。このような状況を発生させないよう、債務承

認の実施状況の把握や、的確な時効管理により時効の迫った債権へ

の回収業務を強化するといった対応が十分できているか。 
また、「４．水道事業の状況（７）債権管理と不納欠損処理について」

に記載した以下の指摘事項・意見についても参照されたい。 



 

講じた措置 

の内容等

外部監査人の指摘のとおり，下水道使用料及び農業集落排水施設使用

料は公債権であり，滞納発生後の回収努力がより重要であると認識して

いる。外部監査人にお示しいただいた観点を念頭に置きつつ，費用対効

果の面も考慮しながら，債権発生後の回収業務のあり方について検討し

ていく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 
 

 
監査実施年度 令和４年度

所管課 

（措置実施課）

下水道総務課 
下水道施設管理事務所
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 14
 

指摘事項等 

の内容

委託範囲の拡大と組織内の人材育成のバランスについて、検討すべき

こと 
 
「４．水道事業の状況（9）委託契約事務について」に記載した以下の指
摘事項・意見についても参照されたい。 
 
 
 
 
 
 

 

講じた措置 

の内容等

　下水道事業においては，浄化センターやポンプ場等の維持管理業務に

ついて，既に包括業務委託を導入しており，更なる委託範囲の拡大につ

いては，国の動向を注視しながら。現在，検討を進めているところであ

る。 
　更なる委託範囲の拡大にあたっては，外部監査人のご意見のとおり，

内部の人材育成やノウハウ蓄積が困難になるリスクを伴うものであるた

め，受託者に不測の事態が起きた際にも，施設の運転等，業務の継続を

最低限確保できるだけの技術やノウハウが職員に残ることを前提に，受

託者との打合せを密に行うことで，職員の技術力の向上を図るとともに，

新たに下水道部に配属された職員へ研修を実施することでノウハウの蓄

積や技術の継承をはかる等，人材育成やノウハウの蓄積の配慮について

検討する。

【意見 No.５】：委託範囲の拡大と組織内の人材育成のバランス
について、検討すべきこと 



（参考） 
【意見No.5】 
委託範囲の拡大と組織内の人材育成のバランスについて、検討すべきこと 
 
水道事業、下水道事業においては、以下の通り包括外部委託を採用する事例があるなど、

民間ノウハウの活用が進められている現状が見受けられる。 

 
業務委託の活用については、厳しい経営環境にある水道事業等において、民間ノウハウの

活用という観点からも重要な取り組みとされている。 
 

 

 包括業務委託の

事例

対象施設 対象業務 

 水道事業関係 浄水場運転管理 ・開江浄水場 
・楮川浄水場 
・その他関連施設

・浄水場運転管理 
・設備保守管理

 下水道事業関係 水戸市浄化セン

ター等包括的維

持管理業務

・水戸市浄化センター等 
・桜川第一ポンプ場等 
・緑岡汚水中継ポンプ場

等 
・五軒貯留施設等

・処理場施設等の運転操作

および監視 
・設備の保守点検 
・小規模修繕 
・物品の調達および管理

（工業薬品等）



 

 
 
 
一方で、業務委託を広範囲で進めることは、内部の人材育成やノウハウ蓄積が困難となる

というリスクも指摘されている。 
今後、業務委託の推進が図られていくにあたり、積算、発注、計画といった観点で、人材

育成やノウハウの蓄積等が困難となり、人材、ノウハウの承継に断層が生じれば回復は困難

となるリスクを伴うものと考えられる。 
 
（積算について） 
業務委託の積算をしやすい環境整備が進められているが、以下の事例のように積算の基

礎情報をどのように適用するかについては、専門的な知見が必要である。　 

 
 
 

 「下水道用設計標準歩掛表　令和３年度」より 
 
管路施設実施設計業務 
　開削工法（内径 1,200mm未満） 
　 
本歩掛は、設計区間の大部分が住宅地区で、工事障害物が少なく、土

被りや地盤条件により基礎や仮設に特別の検討を必要としない管理施

設に適用し、その他の場合は、必要な各種条件補正を行うものとする。 



（発注について） 
人材不足、ノウハウの蓄積不足は、発注者能力の低下につながり、また、業務品質をチ

ェックできなくなるリスクが出てくる。 
 
（計画について） 
水道事業等は、長期的な視点での投資計画や収支計画の策定が求められている。設備等の

損耗状況の実態を正しく把握し、設備の更新周期等を合理的に見積もる能力を維持するこ

とは、長期的な投資計画や収支計画の重要な基礎情報を得るために不可欠である。人材育成

やノウハウ蓄積が困難となることは、長期的な収支計画や投資計画の策定に支障をきたす

リスクが出てくる。 
 
このような観点から、外部委託を進めていくにあたって、職員の保持すべき技術やノウハウ

について再確認を行い、教育研修の充実やノウハウを蓄積しやすい人事異動・ローテーショ

ンの配慮等、組織全体として対策を講じる必要がある。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課
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指摘事項
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指摘事項等 

の内容

一般競争入札にかかる予定価格の事前公表取りやめの措置を取るべきこ

と 
 
　水道事業同様、下水道事業における工事入札についても、特に予定価

格 1 千万円超の契約において落札率が高止まりしている。 
また、下水道事業の主要な工事といえる「土木」（主に幹線・枝線にかか

る工事）において落札率高止まりの傾向がみられる。 
特に幹線工事と枝線工事については、３年間で 159 件の一般競争入札・

指名競争入札の結果、平均落札率は 95.9%と高止まりしている。 
　このような落札率高止まりの要因として考えられるのは水道事業同

様、予定価格の事前公表である。 
　もちろん、落札率高止まりの要因は予定価格の事前公表以外の要素で

ある可能性も否定できないが、過去 3 年分の入札結果から考察すると、

水道事業同様、下水道事業においても予定価格の事前公表を実施するこ

とは馴染まないと考えられる。 
　毎年度一般会計からの基準外の繰入により経営を実施するなど厳しい

経営環境にある中、より適切な契約手続きのため入札制度改善の一方策

として予定価格の事前公表を取りやめる検討をすべきである。



 

講じた措置 

の内容等

水戸市の契約に関しては，市長部局と上下水道局で契約事務を行って

いる。上下水道局の一般競争入札にかかる予定価格の事前公表に関して

は，水戸市水道事業及び下水道事業会計規程第 142 条の 2によりその例

によるとされる，水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程

第 22条の 2に規定されているため，事前公表としている。 

ご意見にある入札価格の事前公表の取りやめについては，「公共工事の

入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成 13 年 3月日

閣議決定，令和 4年 5月最終変更）」の内容を踏まえ，国，茨城県の動向

を注視しながら，市長部局及び水道部と連携を取り，検討する。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課
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指摘事項等 

の内容

下水道使用料の見直しにあたって、基本的な算定の考え方に沿って検

討を行っていくべきこと 
 
令和 4年 4月 1日現在の水戸市下水道使用料は、以下のとおりとなって
いる。 

 
※料金には消費税相当額を含む。 

備考　 １　一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。 
　　　 2　公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和 23年法律第 139号)第 2
条第 1項の規定により茨城県知事の許可を受けた公衆浴場で、物価統制
令(昭和 21年動令第 118号)の適用を受けたものから排除される汚水を
いう。 
 
　市の下水道使用料は、長期的な見通しに基づいて目標を設定し、概ね

3年に一度、定期的な見直しを行いながら、目標の達成を目指すという
方針で改定が行われている。 

種別 基本料金(１カ月につき) 超過料金(１カ月当たり排除汚水量１立方
メートルにつき) 

排除汚水量 料金 排除汚水量 料金 
一般汚水 ８ 立 方 メ ー ト

ルまで 
1,170.40 円 8 立法メートルを超え 

10 立方メートルまで 
57.20 円 

10 立方メートルを超え 
20 立方メートルまで 

170.50 円 

20 立方メートルを超え 
30 立方メートルまで 

182.60 円 

30 立方メートルを超え 
50 立方メートルまで 

200.20 円 

50 立方メートルを超え 
200 立方メートルまで 

225.50 円 

200 立方メートル 
を超えるもの 

258.50 円 

公衆浴場 
汚水 

８ 立 方 メ ー ト
ルまで 

1,170.40 円 ８立方メートル 
を超えるもの 

50.60 円 

 



 　目標の設定については、経費回収率を用い、水戸市使用料等審議会に

諮問を図り、答申を受けて改定している。 
 
平成 15年以降の目標設定と使用料の改定の状況は以下のとおりであ
る。 

 
　直近の平成 28年度からの使用料の改定についての平成 27年に行われ
た水戸市使用料等審議会への諮問に対して、平成 28年度の使用料の改
定に合わせて、平成 31年度からの 10.5%の改定を答申しているが、市は
改定を行っていない状況である。 
　 
【下水道使用料算定の基本的な考え方】 
国土交通省においては、法第 20条第 1項の規定に基づく使用料の徴収
に係る使用料の制定又は改定のための事務の参考として、総務省と協議

のうえ「下水道使用料算定の基本的な考え方」（昭和 62.5.18都下管発第
4号）を作成し、これに基づく具体的な算定方法として、直近では、平成
29年 3月に(公社)日本下水道協会から「下水道使用料算定の基本的考え
方 2016年版（以下、「基本的考え方」という）」が発刊されている。 
この「基本的考え方」では、下水道使用料に関し、今後、人口減少に伴

う使用料収入の減少が見込まれる一方で、資産の適切な維持のための財

源確保が必要となること等を踏まえ、平成 27年 2月の社会資本整備審
議会の答申（「新しい時代の下水道政策のあり方について」）において、

「予防保全的管理等に要する財源に関し、使用料算定の考え方の見直し

を検討すること、併せて、使用料の適正化に資するベンチマークの検討

等を通じて適切な使用料に向けた方策を検討すること」とされたことか

ら、使用料対象経費の算定の中に「資産維持費」を位置づけるとともに、

地方公営企業法の改正に伴う会計基準の見直しも反映されている。 
「基本的考え方」における使用料算定作業は、（1）使用料対象経費の算
定、（2）使用料体系の設定に分けられ、作業手順は以下のようになる。 



 

 
（１） 使用料対象経費の算定 
使用料対象経費の算定に係る作業は、使用料算定の基本となる原価を適

正に算定するために必要不可欠なものであり、各地方公共団体に共通の

作業。 
a) 財政計画等の策定・確認 
使用料を算定する際の最初のプロセスであり、使用料算定の基礎となる

重要な作業。下水道事業を実施するにあたって策定している財政計画、

事業計画、経営戦略等の各種計画や総合的な街づくり計画等を勘案し、

以降の作業の前提となる条件、活用できる推計値等を整理。 
使用料算定期間における①施設の整備計画、②施設の管理計画、③職員

の配置計画及びこれらの計画の前提となる④排水需要の予測がその根拠

として必要。 
b) 使用料算定期間の設定 
財政計画等の計画期間等を踏まえて、下水道使用料算定のために使用料

対象経費を算定する期間として、一定の使用料算定期間を設定。下水道

使用料は、日常に密着した公共料金としての性格から、できるだけ安定

性を保つことが望まれる反面、あまりに長期にわたってその期間を設定



 することは、予測の確実性を失うこととなる。 
これらのことから、使用料算定期間は一般的に 3年から 5年程度に設定
することが適当。 
c) 収支見積に基づく使用料改定の必要性の確認 
現行使用料体系及び財政計画等を基に使用料算定期間中の収入・支出額

をそれぞれ見積り、財政収支バランスを確認することにより、使用料改

定の必要性を判断。なお、適宜に応じて物価水準の変動を考慮すること

が望ましい。 
d) 使用料対象経費の算定 
財政計画を基に推計した使用料算定期間中の下水道管理運営費（維持管

理費、資本費）を算定した上で、使用料の対象とならない経費等を控除

して使用料対象経費を算定する作業。 
控除するのは、①公費負担経費、②付帯的事業経費(し尿処理受託事業
等)、③関連収入（諸手数料等）、④所要の長期前受金戻入。 
なお資産維持費を資本費として使用料対象経費に算入する場合には、不

断の経営効率化努力や経営状態等を使用者に説明することを通じ、理解

の醸成を図ることが重要。 
※資産維持費とは、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪

化、高機能化(耐震化等)等により増大することが見込まれる場合、使用者
負担の期間的公平等を確保する観点から、実態資本を維持し、サービス

を継続していくために必要な費用(増大分に係るもの)として、適正かつ
効率的、効果的な中長期の改築(更新)計画に基づいて算定するもの。 
e) 収支過不足の確認 
現行使用料体系を基に推計した使用料収入と使用料対象経費とを比較

し、収支過不足の確認を行うとともに、使用料改定率の目安を判断する

作業。改定率の程度によっては、建設計画や事業財源の見直し、段階的

な改定等を検討。 
（２） 使用料体系の設定 
算定した使用料対象経費をその経費の性質等に応じて適正に各使用者群

に配賦した結果に基づき、各使用者群の使用料単価を設定する。使用料

が使用者の使用の態様に応じた妥当なものであることを確保するために

は、各使用者群それぞれが要する経費である個別原価を適正に求め、こ

れに基づく使用料の設定を行うことが原則である。 
a) 使用料対象経費の分解 
使用料対象経費を構成する各経費の性質に着目して使用料対象経費を分

解する作業。 



 〇需要家費：使用水量の多寡に係わりなく主として使用者数に対応して

増減する経費（検針経費、調停事務経費等） 
〇固定費：使用水量及び使用者数の多寡に係わりなく施設規模に応じて

固定的に必要な経費(資本費、電力料金の基本料等) 
〇変動費：主として使用水量の多寡に応じて変動する経費（動力費の大

部分、薬品費等） 
b) 使用者群の区分 
排水需要及び排水水質の態様に応じて、使用者のグルーピングを行う作

業。3～９程度のグループに区分することが一般的。 
c) 使用料対象経費の配賦 
〇需要家費：概ね検針回数に応じて各使用者群に均一に配賦。 
〇固定費：①一般排水と特定排水の区分に基づき、固定費のうち資本費

を各使用者群に調整して配賦。②各使用者群の排水需要の変動に着目し

て各使用者群に傾斜的に配賦。 
〇変動費：全水量に均等に配賦。 
d) 使用料体系の設定 
使用料対象経費の配賦結果を受け、基本使用料及び基本水量の有無、累

進度の設定等の条件を加味した総合的な検討を行い、使用料体系を構築。

使用料対象経費の配賦にて理論的に導出された結果を、各地方公共団体

の排水需要構造のバランス等を考慮した合理的理由により調整を行い、

最終的な使用料体系を形作る作業。 
 
今後の使用料改定にあたって、上記の基本的な考え方を踏まえて検討し

ていく必要がある。 
 



 

講じた措置 

の内容等

平成 27年に行われた水戸市使用料等審議会の答申を受け，平成 28年
度の下水道使用料改定以後，3年毎に使用料を改定するものとしていた
が、改定予定時期と消費税増税時期が重なったことや新型コロナウイル

ス感染症の流行による市民負担への影響を考慮して，使用料改定の検討

については見送ってきたところである。 
令和５年度においては，新型コロナウイルス感染症も５類に移行した

ことから，現在の経営状況を分析し，使用料の見直しの必要性について，

経営戦略の改定と併せて，検討を行っている。 
使用料の見直しを行うに当たっては，ご指摘に挙げられた「下水道使

用料算定の基本的な考え方」を踏まえつつ，水戸市の実情を考慮して行

うものとする。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課

 
報告書ページ 157

区分別 

の番号

指摘事項 15
 意見

 

指摘事項等 

の内容

ストックマネジメントと経営戦略の整合性をとるべきこと 
 
　市は、令和 2年度に株式会社建設技術研究所にポンプ場・処理場施設
について、株式会社東洋コンサルタントに管路施設についてのストック

マネジメント計画の策定業務を委託し、ストックマネジメント計画を策

定している。 
　このストックマネジメント計画の策定は、資産（管路）の取得年度及

び現状観察等から、更新の緊急度を調査し、一定の予算制約の中で、健

全度が１になることが無いようにリスク評価を行って、100年間下水道
施設を維持していく上で、平準化されたものとなるよう検討されている。 
ポンプ場・処理場施設についての概要は、以下のとおりである。 

 
健全度の定義 

 



 

 

なお、健全度 1の発生を抑えつつ段階的に投資額を変更することで、
2033年以降は定期的に予算の見直しが必要となり、100年間の事業費の
推移としては年間最大 19億円必要になるなどややバラツキが出るが、
2027年までの 8年間は現状で可能な予算である年間 12億円で対応でき
る。投資額にバラツキが出るが、現実的に不可能な増減額ではないと考

えられるとしている。 
　また、管路については、予算として計上できる上限と考えられる約 2.5
億円(予算全体 3.0億円から調査費 0.5億円を差し引いた金額)で対応で



 きるストックマネジメント計画になっている。 
　このストックマネジメント計画によれば、施設・管渠の改築等には年

間 14.5億円の支出が必要になってくる。 
一方、経営戦略を見ると、平成 29年度から平成 35年度を計画期間と
して策定され、施設・管渠の改築は、以下のように計画されたままにな

っている。 

 

 

 



 

 
なお、流域下水道として県が維持管理し、施設の改良等については使

用料に含まれておらず、都度負担を求められる第 3号公共下水道の施設
改良費等については当該ストックマネジメントには含まれていない。一

方、後述する茨城県の「生活排水ベストプラン」では、今後、10～15年
で水戸市浄化センターに統廃合が見込まれる内原浄化センター及び水

府・青柳浄化センターが、今後 100年間の維持対象に含まれている。 
このようなことから令和 2年度に委託作成されたストックマネジメン
ト計画が、全ての前提となりうるものではないとは考えられるが、現状

の市の公共下水道施設の方針を踏まえて、流域下水道施設への今後の負

担見込等の全ての予見可能な施設等改良費を整合させた上で作成された

経営戦略は、企業経営の PDCAサイクルを実行していく上での重要なツ
ールであり、使用料改定にあたっての説明資料ともなってくることから、

精度をもって作成し、適宜、必要な改定を行っていく必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

現行の経営戦略は令和 5年度をもって計画期間を満了するため，これ
を改定し，令和 6年度から令和 15年度を計画期間とする経営戦略を策
定する予定である。 
経営戦略の改定においては，ストックマネジメント計画を踏まえた水

戸第７次総合計画と整合を図る予定である。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所

 
報告書ページ 162

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 17
 

指摘事項等 

の内容

若宮スポーツ会館の利活用の推進と収支の改善を図るべきこと 
 
若宮スポーツ会館は水戸市浄化センター建設時の近隣住民への地元還

元施設として 1987年に建設された運動・集会所施設である。 
使用料は水戸市若宮スポーツ会館条例において下記のように定めてい

る。 
水戸市若宮スポーツ会館条例　別表（第 7条関係） 

 
 
過去 3年間の実績を調査したところ、利用者のほぼ全てが減免対象者で
あった。そのため、使用料収入が極めて少ない状況であり、毎年損益ベ

ースで約 200～300万円の赤字が発生している。 
 

 

使用料の減免対象者は、「水戸市若宮スポーツ会館の管理運営に関する要



 項」で定めており、同要項第 5条において、次の 4項のいずれかに合致
する場合は使用料の減免対象となると定めている。 
（1）市が主催する行事で使用するとき　全額免除 
（2）会館周辺地区の住民が使用するとき　全額免除 
（3）城東学区内の公的団体が使用するとき　全額免除 
（4）前各号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者が必要と認めると
き　使用目的の公共性及び公益性を勘案して減免の額を決定する 
 
若宮スポーツ会館の建設目的が水戸市浄化センター建設地の近隣住民へ

の地元還元であるため、当然のことながら会館運営費について全て使用

料収入で賄うべきものではない。 
しかし、当初建築費用分を除いた毎年の維持管理費分も全く賄えず、毎

年約 200～300万円ほどの赤字となっている状況を漫然と放置すること
は問題であり、下水道事業が毎年一般会計からの基準外の繰入を行う苦

しい経営にある中、改善すべき事項であるといえる。 
建物老朽化に伴い今後建替えをする金額は考慮しないにしても、部分的

な改修や維持管理費に一定程度の費用がかかるため、より積極的な利活

用の推進と使用料減免対象者・減免割合を見直すなどして、収支改善を

実施していく必要がある。 
 
 
 

 

講じた措置 

の内容等

若宮スポーツ会館の利活用については，地元還元施設としての地元の

利用者の利用状況を踏まえながら，一般利用者の増加を促進する手法に

ついて，検討してまいりたい。 
 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道部下水道総務課
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 18
 

指摘事項等 

の内容

分析にあたり、分流式下水道に要する経費の扱いを調整すべきこと 
 
企業債残高対事業規模比率、経費回収率及び汚水処理原価が、平成 29
年度から大きく改善しているように見える。これは、平成 29年度、分流
式下水道に要する経費の算定方式を適正に見直し、従前、基準外繰出金

として処理されていた繰出金のうち、分流式下水道に要する経費として

算定されて基準内繰出金として扱われる部分が増加し、その部分を調整

していることによることが大きく寄与している。 
分流式下水道に要する経費は、経営活動の結果、回収できない分とし

て事後的に算定されるものであり、他の基準内繰出金のように、一般会

計等が当然に負担するものとして扱われるものではない性質のものであ

る。 
事業の適正な分析を行っていくにあたって、分流式下水道に要する経

費分の繰出金の影響を受けることなく行っていくことが、必要である。 
参考として、平成 29年度から令和 3年度における分流式下水道に要す
る経費の繰出金額及び有収水量の推移は、以下のとおりとなっている。 
 



 

講じた措置 

の内容等

　分流式下水道等に要する経費については，国が定める繰出基準に規定

されたものであるため，市が独自に調整することは適当ではないと考え

られるが，外部監査人の意見を踏まえ，事業の経営状況の分析に際して

は，分流式下水道等に要する経費を控除しない汚水処理原価等を併せて

算出するものとする。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 19
 

指摘事項等 

の内容

見積り価格について、妥当性の根拠を求めていくこと 
 
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程では、以下のよ

うに設計金額を算出するため必要があると認められるときは、参考見積

を徴取することができることとなっている。 

 

委託業務の入札及び随意契約の予定価格を算定するにあたって、茨城

県の土木単価等による積算ができないものについては、数社からの項目

別の見積り価格を徴収し、令和 2年度まではその項目毎に見積り価格の
最低のものを、令和 3年度からは項目毎の見積り価格の平均(ただし、異
常値を除く)値をもって、積算する方法を採用している。 
その見積りを徴取するにあたっては、依頼する会社が特定されている



 傾向がみられている。 
ところで、このような方法を採用して積算された価格が適正であるか

否かの判断がなされておらず、数社からの見積りから算定された価格で

あるから適正だという判断で処理が行われている。 
茨城県の土木単価等が無いものについても、市として繰り返し行われ

てきている業務内容等の経験や他の施設等の価格を基に、見積りを出さ

れている価格が妥当であるかの説明を行っていけるよう取り組んでいく

必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

登録業者であっても，農業集落排水処理施設などの大型浄化槽の維持

管理業務に対応できず，見積りの提出依頼を行っても，提出ができない

業者が多い状況であるため，特定の業者に依頼する傾向にあったが，今

後は，これまで見積りの提出依頼を行わなかった業者から維持管理業務

に対応可能な業者を探し，可能な限り幅広く，より多くの業者から見積

りを徴取することとした。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所

 
報告書ページ 188

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 21
 

指摘事項等 

の内容

災害復旧工事の業者選定にあたって、記録を残していくべきこと 
 
令和元年度及び令和 2年度において、令和元年度台風 19号の被災に
よる復旧工事が随意契約により行われている。 
当該復旧工事にあたって、業者の選定プロセスを確認したところ、復

旧工事をできる業者が株式会社ヤマトしかなかったとのことであるが、

どの業者にどのように工事の打診を行ったかの記録が残されていない。 
災害復旧という非常事態時ではあるが、業者選定のプロセスについて

は、検討記録や業者との応答記録等を整理し、業者選定のプロセスを明

確に説明できるようにしておくことが必要である。

 

講じた措置 

の内容等

当時，災害復旧に対応できる職員が限られており，数十箇所の現場対

応と多数の苦情処理を行いながらの業務であったため，復旧工事の業者

選定に関する記録や住民対応の記録などが行えない状況であった。 
今後は，非常時に対応できる事業者との災害協定を締結するなど，災

害時に万全な体制を整え対応していく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所

 
報告書ページ 188

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 22
 

指摘事項等 

の内容

災害協定の締結について、検討していくべきこと 
 
令和元年度台風 19号による被災のように、突発的災害が発生するこ
とも危惧される。非常時において対応できる業者を選定し、予め災害協

定等を締結し、被災後の混乱を回避する方法も検討しておく必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

農業集落排水施設において，災害時の速やかな復旧対応を行う上で災

害協定は必要不可欠であると認識している。令和５年度から，災害協定

について事業者等へ説明し，理解を得ながら災害協定を締結できるよう

調整を進めていく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 23
 

指摘事項等 

の内容

見積り価格について、妥当性の根拠を求めていくべきこと 
 
委託で記したのと同様、工事の入札及び随意契約の予定価格を算定す

るにあたって、茨城県の土木単価等による積算ができないものについて

は、数社からの項目別の見積り価格を徴取し、令和 2年度まではその項
目毎に見積り価格の最低のものを、令和 3年度からは項目毎の見積り価
格の平均(ただし、異常値を除く)値をもって、積算する方法を採用してい
る。 
そして見積りを徴取するにあたっては、依頼する会社が特定されてい

る傾向がみられている。 
ところで、このような方法を採用して積算された価格が適正であるか

否かの判断がなされておらず、数社からの見積りから算定された価格で

あるから適正だという判断で処理が行われている。 
茨城県の土木単価等が無いものについても、市として繰り返し行われ

てきている業務内容等の経験や他の施設等の価格を基に、見積りを出さ

れている価格が妥当であるかの説明を行っていけるよう取り組んでいく

必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

登録業者であっても，農業集落排水処理施設などの大型浄化槽の修繕

工事に対応できず，見積りの提出依頼を行っても，提出ができない業者

が多い状況であるため，特定の業者に依頼する傾向にあったが，今後は，

これまで見積りの提出依頼を行わなかった業者から修繕工事に対応可能

な業者を探し，可能な限り幅広く，より多くの業者から見積りを徴取す

ることとした。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 24
 

指摘事項等 

の内容

指名競争入札について、競争性の確保に努めていくべきこと 
 
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程において、予定

価格が 1,000万円以上の工事は、一般競争入札によるものとされており、
1,000万円未満の工事あるいは合理的な理由がある場合には指名競争入
札が行われることになっている。 

 

 
この規程に基づいて、指名競争入札は実行されているが、指名業者の

辞退や連絡なしでの入札に来ない無効といった事例が散見され、中には、

8社指名しているものの、7社が辞退あるいは無効で、1社入札といった
事例が見られる。指名にあたり、指名業者の数を増加させるなど、競争



 原理を機能させるよう努めていく必要がある 

 

講じた措置 

の内容等

外部監査人のご意見のとおり，指名競争入札について，競争性を確保

することは重要と考えている。 
直近の入札において入札辞退や無効となった指名業者へ，その理由を

調査したところ，「入札に付する業務に対する価格が合わない」，「指名し

た時点においてすでに多くの業務を受注している」，「適切な人員配置を

することができない」など，指名業者の受注状況や体制に起因するもの

であった。 
よって，指名競争入札に際して，指名予定業者の受注状況等を考慮す

ることで，入札に参加可能と見込まれる業者数を増やし，競争性を確保

するよう努めたい。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 25
 

指摘事項等 

の内容

金谷地区処理施設の利活用を検討すべきこと 
 
金谷地区農業集落排水は加倉井地区農業集落排水と接続したため、金

谷地区処理施設は稼働停止している。 
水戸市農業集落排水事業経営戦略では、平成 30年度に施設の撤去を
行うとしたが、既存施設の利用の可能性があったため撤去しなかった。

しかし当該利用策は実現せず、その後、撤去費用負担（約 1千万円）も
考慮し今後の利用計画が固まるまで現状維持の方針となっている。現在

は、農村公園としての整備を地元と協議中となっており、令和 2年度包
括外部監査報告書で言及した状況と変わっていない。 
処理場の稼働停止後 5年経過するため、引き続き地元住民との積極
的・丁寧な対話を行い、課題を先送りすることなく処理場跡地の利活用

を検討すべきである。

 

講じた措置 

の内容等

現在，処理場跡地の利活用方法について，多角的な検討を行うため，

地元住民の意見を伺っているところであり，その中で駐車場や多目的広

場など多様な意見が出ているため，それらの整備に必要となる地下構造

物の撤去費用や，撤去による周辺への影響などについても調査を進めて

いく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和４年度
所管課 

（措置実施課）
下水道施設管理事務所
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 26
 

指摘事項等 

の内容

長期的なスケジュールに基づいて、維持補修等に取り組まれること。 
 
各農業集落排水施設の接続状況及び稼働状況は、次ページのとおりで

ある。 
現在、農業集落排水施設の使用料は、以下のとおりと定額制となって

いるが、令和 5 年度からは、下水道使用料に準じた従量制の料金体系に

移行する。 
現行使用料（定額制：1 か月あたり） 

 
令和 5 年 4 月 1 日以降（従量制：2 か月あたり） 

 

なお、料金体系の変更により、使用料が高くなる方については、差額に

ついて減額（1 年目：75%、2 年目：50％、3 年目：25％）を行う軽減措

置が講じられている。 
 
農業集落排水事業の収益の悪い要因には、計画時の人口に対して、現状

の使用人口等が少ない等の要因が見られる。今後、これらの殆どの地区



 で人口の減少傾向が見られ、また節水も進むことが予想されることから、

従量制に移行した後の処理水量の増加に伴う増収の期待はできる状況に

はない。 
一方で、処理水量の減少は維持管理費の軽減には効果があるが、処理規

模が小さく箇所数の多い農業集落排水施設では固定費の割合が高く、固

定費が料金収入を超えている状況ではマイナスとなる。 
その上、処理施設では、最も古い大足や飯富、上国井、大場森戸等 20 年

以上を経過した施設が多く、管路施設も 30 年を超えた区間が出始めて

おり、今後は老朽化対策としての維持管理費増大が見込まれる。 
このような中にあって、各農業集落排水施設が個々に存続するのでは

なく、統廃合しながら、固定費を削減していく方策を検討していく必要

がある。 
農業集落排水施設排水人口調書（令和 4 年 3 月 31 日現在） 
（別紙１） 
このような状況において、市は、農業集落排水事業として包括的なス

トックマネジメント計画を策定しないが、個々の施設毎の統廃合の方針

をまとめる作業を、令和 2 年度に茨城県土地改良事業団連合会に「市単

農集委第 5 号広域化・共同化詳細検討業務委託」として委託を行い、令

和 3 年 3 月に報告（以下、「市検討報告」という。）を受けている。 
この報告書において、今後の農業集落排水施設としての更新・統合・

公共下水道接続タイミングのスケジュールイメージ案が提示されてい

る。 
（別紙２，３） 
ところで、汚水処理施設整備は、市町村が、下水道、農業集落排水施

設、浄化槽等それぞれの汚水処理施設の有する特性、経済性等を総合的

に勘案し、地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備手法を選定した上

で、都道府県が主体となり、市町村と連携して作成している都道府県構

想に基づき、事業を実施している。 
茨城県では、「生活排水ベストプラン」（以下、「県プラン」という。）

としてその構想を取りまとめており、平成 7 年度に策定され、平成 15 年

度に第１回改訂、平成 21 年度に第２回改訂、平成 28 年度に第 3 回改訂

と見直しが進められている。 
そして、令和 4 年 12 月においては、令和 5 年 4 月を開始予定として

第 4 回改定案が広く示され、県民からのパブリックコメントを募ってい

る。 
この第 4 回改定案において、水戸市の農業集落排水施設についての方



 向性として、以下のように提示されている。 

 
　県プランで予定されている農業集落排水施設の統廃合プランと市検討

報告でのスケジュールでは、公共下水道に統合していくという方向性は

一致しているものの、その実施時期に以下のように相違が生じている。 
 
完了予定計画時期 

 
　平須地区については、市詳細報告では令和 5～8 年度をスケジュール

の目安としていたが、県プランでは令和 10～14 年度となっているもの

のその影響は少ないと考えられる。 
　その他の地区においては、市のスケジュール目安より、県のスケジュ

ールが早くとられている。 
　これらの地区においては、市詳細報告では完了予定までの間に、加倉

井地区では令和 11～13 年度、大場・森戸地区では令和 8～10 年度、上

国井地区では令和 5～7 年度に各々、機能強化計画が予定されており、完

了予定時期の相違により、機能強化計画の実行の必要性やその規模が相

違してくることも考えられる。 



 
 

 　長期的なスケジュールについて、関係機関と確認しながら、農業集落

排水施設の機能を維持しつつ、維持修繕等に係る投資等が最小限に抑え

られるよう取り組んでいく必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

公共下水道事業や農業集落排水事業において，人口減少に伴う使用料

収入の減少や施設の老朽化などの課題に対応するため，汚水処理施設の

統合等により，持続可能な事業の実現を目指すため，令和５年３月に，

茨城県の主導により，広域化・共同化計画を策定したところである。今

後は，当該計画に基づき，施設の統廃合を進めていく予定である。 
一方で，各処理施設は老朽化が進行する中で，小規模の修繕を実施し

ながら維持管理を行っているが，修繕にかかる費用は増大傾向にあるこ

とから，現在，年次的に各処理施設の健全度調査を進めている。今後は，

調査結果に基づき，公共下水道との統合時期を見据えた最適整備構想を

策定し，施設の健全性を確保するよう効率的な維持管理に取り組んでい

く。 



別紙１　　農業集落排水施設排水人口調書（令和 4年 3月 31 日現在） 

※換算人員とは、業務用、公共用で登録されている使用者 
※水洗便所設置済人員とは、公共桝に配管をつないでいる使用者 
【水洗便所設置済人口（Ｃ）】＝【処理施設使用人員（Ａ）】－【換算人員（Ｂ）】 
【処理区域内人口（Ｆ）】＝【水洗便所設置済人口（Ｃ）】＋【未接続人員（Ｄ）】＋【集落排水未加入人員（Ｅ）】  

 地区名 計画人口 処理施設 
使用人員

換算人員 水洗便所 
設置済人口

未接続人員 集落排水 
未加入人員

処理区域内 
人口

接続率 日平均汚水量(H)㎥/日 供用率

 計画日平均汚水量(I)㎥/日

 A B C＝A－B D E F＝C＋D＋E Ｇ＝Ｃ／（Ｆ－Ｅ） Ｊ＝Ｈ／Ｉ

 
平須

461 戸 472 戸 34 戸 438 戸 16 戸 30 戸 484 戸 96.5% 486 ㎥/日
84.5％

 2,130 人 1,739 人 331 人 1,408 人 28 人 120 人 1,556 人 98.1% 576 ㎥/日

 
下入野

140 戸 142 戸 4 戸 138 戸 5 戸 6戸 149 戸 96.5% 106 ㎥/日
61.0%

 640 人 397 人 18 人 379 人 12 人 17 人 408 人 96.9% 173 ㎥/日

 
飯富

456 戸 450 戸 32 戸 418 戸 27 戸 3 戸 448 戸 93.9% 355 ㎥/日
59.7％

 2,200 人 1,564 人 452 人 1,112 人 19 人 2 人 1,133 人 98.3% 594 ㎥/日

 
上国井

265 戸 252 戸 19 戸 233 戸 19 個 6 戸 258 戸 92.5% 219 ㎥/日
58.0%

 1,400 人 864 人 233 人 631 人 18 人 8 人 657 人 97.2％ 378 ㎥/日

 
大場森戸

298 戸 273 戸 14 戸 259 戸 22 戸 8 戸 289 戸 92.2% 234 ㎥/日
68.1%

 1,270 人 823 人 96 人 727 人 22 人 17 人 766 人 97.1％ 343 ㎥/日

 
加倉井

252 戸 305 戸 28 戸 277 戸 19 戸 14 戸 310 戸 93.6% 217 ㎥/日
49.8%

 1,610 人 1,055 人 261 人 794 人 19 人 38 人 851 人 97.7% 435 ㎥/日

 藤井岩根 

成沢

497 戸 330 戸 15 戸 315 戸 101 戸 47 戸 463 戸 75.7% 309 ㎥/日
47.2%

 2,420 人 956 人 169 人 787 人 185 人 171 人 1,143 人 81.0% 654 ㎥/日

 下大野 

上大野

495 戸 275 戸 13 戸 262 戸 130 戸 76 戸 468 戸 66.8% 199 ㎥/日
36.9%

 2,000 人 820 人 57 人 763 人 286 人 191 人 1,240 人 72.7% 540 ㎥/日

 
大足

222 戸 246 戸 23 戸 223 戸 4 戸 34 戸 261 戸 98.2% 205 ㎥/日
72.1%

 1,050 人 1,076 人 467 人 609 人 5 人 109 人 723 人 99.2% 284 ㎥/日

 
宿根古屋

167 戸 173 戸 16 戸 157 戸 5 戸 2戸 164 戸 96.9% 171 ㎥/日
63.2%

 650 人 681 人 243 人 438 人 15 人 6 人 459 人 96.7% 270 ㎥/日

 
築地赤尾関

233 戸 202 戸 8 戸 194 戸 31 戸 11 戸 236 戸 86.2% 150 ㎥/日
52.7%

 1,050 人 584 人 15 人 569 人 76 人 23 人 668 人 88.2% 284 ㎥/日

 
内原北部

291 戸 200 戸 16 戸 184 戸 93 戸 50 戸 327 戸 66.4% 170 ㎥/日
46.5%

 1,350 人 821 人 318 人 503 人 221 人 152 人 876 人 69.5％ 365 ㎥/日

 
全地区

3,777 戸 3,320 戸 222 戸 3,098 戸 472 戸 287 戸 3,857 戸 86.8% 2,818 ㎥/日
57.6%

 17,770 人 11,380 人 2,660 人 8,720 人 906 人 854 人 10,480 人 90.6% 4,896 ㎥/日



別紙２ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



別紙３ 

 
 
 
 


